
【資料出所】
「平成1８年度国民年金保険料の納付状況

と今後の取組等について」（社会保険庁）
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保険料滞納者の状況（１）
《世帯の収入①》

○ 『国民年金被保険者実態調査（平成１７年）』では、国民年金１号被保険者のうち、「滞納者＊１」と
「納付者＊２」の世帯の所得分布をみると、全体的にはいずれも同じような傾向ではあるものの、
滞納者については、納付者と比べ、年収200万円未満である者の割合が比較的多くなっている。

○ この結果、滞納者の中位数は233万円と、納付者と比べ100万円以上少ない。

＊１ 滞納者とは、「過去２年間の納付対象月が１ヶ月以上ある者であって、その全ての保険料を納めなかった者」をいい、社会保険
庁が毎年公表している「未納者」（過去２年間のすべてが１号被保険者期間であって、その全ての保険料を納めなかった者）と定義
が異なる。

＊２ 納付者とは、 「過去２年間の納付対象月が１ヶ月以上ある者であって、保険料を１ヶ月以上納めた者」をいう。

【資料出所】
国民年金被保険者実態調査

（平成17年）

《本資料の留意点》
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1号期間滞納者（平均３２３万円、中位数２３３万円）

納付者（平均５０５万円、中位数３４２万円）
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